
2023年以降のフリーランス向け確定申告・税
制改正および届出ルールの総合的影響分析 
確定申告・税務環境におけるパラダイムシフトの歴史的背景と

概要 
日本の税務行政および確定申告を取り巻く環境は、2023年を境に、過去数十年間で類を見ない規
模の構造的変革期に突入している。これまでフリーランスや個人事業主に対して許容されてきたア

ナログな記帳業務や、個人の裁量に依存した税務申告の枠組みは、国家的なデジタル・トランス

フォーメーション（DX）の推進と課税の適正化・透明化という政策的要請のもと、抜本的に再構築され
つつある。本報告書では、2023年以降に施行され、あるいは今後施行が予定されている税制改正、
インボイス制度、電子帳簿保存法、青色申告特別控除の要件変更、および各種届出ルールについ

て、その制度的メカニズム、事業者に与える実務的影響、そして将来の事業継続に向けた戦略的対

応の方向性を網羅的かつ多角的に分析する。 

この一連の制度改革の根底には、経済活動のデジタル化に伴う税収基盤の安定化と、事業者間の

取引における消費税の正確な捕捉という二つの巨大な命題が存在している。特筆すべきは、これら

が単発の法改正ではなく、相互に連動したパッケージとして機能している点である。すなわち、インボ

イス制度による適格請求書のデータ化要請と、電子帳簿保存法によるデジタル保存の義務化、そし

て青色申告特別控除によるe-Taxおよび電子帳簿の普及促進は、すべて「帳簿の正確性と透明性を
デジタル空間で担保し、税務当局がリアルタイムに近い形でデータを捕捉・分析できるエコシステム

を構築する」という単一のゴールに向かっている。これらの変化は、フリーランスにとって単なる事務

負担の増加を意味するものではなく、事業上の利益率、取引先との交渉力、ひいては市場における

生存競争力そのものを左右する極めて重大な経営課題となっている。 

インボイス制度導入に伴う申告実務の変容と負担軽減措置の

全体像 
2023年10月1日に施行された適格請求書等保存方式（インボイス制度）は、フリーランスの税務申告
実務を根本から覆す転換点となった。これまで消費税の納付義務を免除されていた多くの免税事業

者が、取引先との契約維持や新規開拓における競争力低下を防ぐため、自発的に課税事業者へと

転換する道を選択している。 

この制度導入に伴い、確定申告書の様式自体にも重要な変更が加えられた。2023年分（令和5年
分）以降の確定申告において、個人事業主が提出する「収支内訳書（一般用）」や「青色申告決算

書」には、売上先や仕入先の「登録番号」を記入するための専用欄が新設されている 1。この登録番
号は「T＋13桁の数字」で構成されており、取引先が正規のインボイス発行事業者であるか否かを税
務署が申告書上で直接照合できる仕組みが構築されたのである 1。 

2割特例の機能と新設された「3割特例」への移行プロセス 
インボイス制度の導入による急激な税負担と事務負担の増加を緩和するため、政府は当初から「2



割特例」という強力な経過措置を設けていた。これは、免税事業者からインボイス発行事業者となっ

た小規模事業者を対象に、消費税の納税額を「売上にかかる消費税額の2割」に軽減する制度であ
る 2。この特例の最大の利点は、実際の仕入にかかった消費税額を一つ一つ計算する必要がなく、
売上高さえ把握できれば容易に税額が確定するため、申告手続きにおける事務負担が極めて少な

い点にある 2。 

この2割特例を適用するための主な要件は、基準期間（個人事業主の場合は前々年）の課税売上高
が1,000万円以下であることである 2。特筆すべきは、この特例の適用に際して事前の届出は一切
不要であり、確定申告書に「2割特例を受ける旨」を付記するだけで適用可能という簡便さである 2。
ただし、資本金1,000万円以上の新設法人や、消費税の課税期間短縮の特例を受けている事業者
は対象外となる厳格な除外規定も存在する 2。 

当初、この2割特例は2026年度（令和8年度）までの時限的措置として想定されていた。しかし、フ
リーランスや小規模事業者を取り巻く経済環境の厳しさと、特例終了時に発生する急激な税負担増

（クリフ効果）への懸念から、令和8年度与党税制改正大綱において、制度の延長と内容の改定が決
定された 4。具体的には、フリーランス等の個人事業主に限定する形で特例期間が2年間延長され、
2028年度（令和10年度）まで適用可能となる 4。 

一方で、納税額の計算割合は「売上税額の2割」から「3割」へと引き上げられ、新たに「3割特例」とし
て運用されることとなった 4。この措置は、2027年分および2028年分の確定申告において適用され
る 5。この段階的な税率の引き上げは、事業者が将来の本則課税または簡易課税への完全移行に
向けて、自らの価格設定や経費構造を適正化するための軟着陸（ソフトランディング）期間として機

能することが期待されている。なお、法人はこの3割特例の対象から明確に除外されている点には注
意が必要である 5。 

買い手側（発注者）の仕入税額控除に係る経過措置の緩和と価格交渉への影

響 
インボイス制度は、サービスを提供するフリーランス側（売り手）のみならず、業務を委託する企業側

（買い手）の税務にも多大な影響を及ぼしている。原則として、買い手はインボイス発行事業者以外

の免税事業者から仕入れを行った場合、その消費税額を自らの納税額から差し引く（仕入税額控

除）ことができなくなる 1。この原則が厳格に適用されれば、発注者は免税事業者との取引を敬遠し、
結果としてフリーランスが一方的な契約解除や消費税分の値下げを強要されるリスクが生じる。 

こうした市場の混乱を防ぐため、免税事業者からの仕入れであっても一定割合を控除できる経過措

置が設けられているが、近年の改正によりこの引き下げスケジュールが従来よりも緩やかに再設定

され、完全終了までの期間が2年後ろ倒しとなった 4。新たな控除割合の変遷は以下の通りである。 

適用期間（〜末日まで） 免税事業者からの仕入税額控

除割合 
措置の変遷と政策的意義 



2026年9月30日 80%控除 当初制度からの継続。免税事業

者との取引における買い手の負

担増を最小化。 

2028年9月30日 70%控除 新設（2年間適用）。急激な控除
率低下を防ぐための緩衝期間。 

2030年9月30日 50%控除 変更（2年間適用）。控除割合が
半減し、買い手の税負担が顕在

化し始める。 

2031年9月30日 30%控除 新設（1年間適用）。制度完全移
行に向けた最終段階の調整期

間。 

2031年10月1日以降 控除不可（0%） 当初の2029年から2年延長。仕
入税額控除が完全に終了する。 

この段階的なスケジュールの緩和は、買い手企業の税負担増をなだらかにし、免税事業者に対する

急激な価格交渉や取引中止への動機付けを低下させる効果を持つ 4。フリーランス側の視点に立て
ば、これは自らの付加価値を高め、適切な価格転嫁に向けたクライアントとの交渉を行うための猶予

期間が実質的に延長されたことを意味している。 

少額特例と各種補助金制度による支援 
さらに、事務負担の軽減策として「少額特例」が導入されている。これは、基準期間の課税売上高が

1億円以下などの一定規模以下の事業者が行う1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保
存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる制度であり、2029年（令和11年）9月30
日まで適用される 2。この特例により、細々とした経費精算におけるインボイスの確認作業が大幅に
省略される。 

また、インボイス対応に伴うデジタル投資を後押しするため、政府は各種補助金を拡充している。代

表的なものとして「IT導入補助金」のインボイス枠があり、会計ソフトや受発注システム等のソフトウェ
ア導入費として最大350万円、PCやタブレット等のハードウェア購入に最大10万円、レジや券売機等
に最大20万円が補助される 2。加えて、「小規模事業者持続化補助金」においても、免税事業者がイ



ンボイス発行事業者へ転換する場合、補助上限額が一律50万円加算される特例が設けられてお
り、これらを活用した早期のシステム環境構築が推奨されている 2。 

簡易課税制度への戦略的移行と届出ルールの詳細 
2割特例および3割特例は、あくまで過渡的な負担軽減措置であり、いずれは完全に終了する。これ
らの特例終了後、課税事業者となったフリーランスは、実際の仕入税額を個別に計算して控除する

「本則課税」か、売上規模と業種に応じたみなし仕入率を適用する「簡易課税制度」のいずれかを選

択しなければならない 5。 

本則課税は、すべての経費についてインボイスの有無を確認し、厳格に区分して記帳する膨大な事

務負担を伴う。これに対し、簡易課税制度は実際の仕入額や経費に関わらず、業種ごとに定められ

た一定割合（みなし仕入率）を差し引いて納税額を決定するため、事務負担が飛躍的に軽減される。

例えば、ライター、デザイナー、エンジニアといった多くのフリーランスが分類される「第5種事業
（サービス業等）」の場合、みなし仕入率は50%に設定されている 4。これは、実際の経費が極端に
少なかったとしても、売上にかかる消費税額の半額を自動的に控除できることを意味し、多くのナ

レッジワーカーにとって本則課税よりも圧倒的に有利な結果をもたらす。 

簡易課税制度の適用を受けるための法的要件として、適用を受けようとする課税期間の初日の前

日（個人事業主の場合は原則として前年の12月31日）までに、所轄の税務署長へ「消費税簡易課税
制度選択届出書」を提出しなければならない 4。e-Taxソフト（WEB版）等を利用したオンラインでの提
出も可能である 6。 

ここで特筆すべき戦略的アプローチは、簡易課税制度の事前届出を行っておくことの優位性である。

届出を提出している事業者であっても、確定申告の時点で「3割特例（または2割特例）」と「簡易課税
制度」の税額をシミュレーションし、より納税額が少なくなる有利な計算方法をその都度選択して申告

することが法的に認められている 4。したがって、特例期間中であっても早期に簡易課税制度の届出
を済ませておくことは、将来的な特例終了時のリスクを完全に排除しつつ、毎年の税負担を最小化

するための最も合理的かつ安全な自己防衛策となる 4。 

電子帳簿保存法（電帳法）の完全義務化と実務上の猶予措置 
インボイス制度と双璧をなす形で、フリーランスの経理業務に不可逆的な変革を迫っているのが、改

正電子帳簿保存法（電帳法）である。特に「電子取引データのデータ保存義務」は、事業規模に関わ

らずすべての事業体に対して例外なく適用される強力な規制である。 

電子取引保存の対象者と要件 
電帳法における電子取引データの保存義務は、本業を持つフリーランスだけでなく、特定の条件を

満たす副業フリーランスにも適用される。具体的には、所得を「業務にかかる雑所得」として申告して

おり前々年の副業収入が300万円を超える者、副業所得が事業規模であり事業所得や不動産所得
として申告している者、そして適格請求書（インボイス）発行事業者の登録をしている者が対象となる 
7。 

令和3年度の法改正により、メールに添付されたPDFの請求書や、クラウドサービスからダウンロード
した領収書など、電子的にやり取りされたすべての取引データ（電子取引）について、プリントアウト



して紙で保存することは原則として禁止された 8。電子データは、「真実性の確保」（タイムスタンプの
付与、速やかな授受、改ざん防止規程の備え付けと運用など）および「可視性の確保」（システム要

件や検索機能の確保）という厳格な要件のもと、データのまま保存することが義務付けられたのであ

る 7。 

宥恕措置の終了と2024年からの新たな「猶予措置」 
この抜本的な制度変更に対し、実務現場におけるシステムの未整備や対応の遅れを考慮し、2023
年12月31日までは「やむを得ない事情」がある場合に限り出力書面（紙）での保存を容認する「宥恕
（ゆうじょ）措置」が設けられていた 9。しかし、この宥恕措置は期限通り終了し、2024年1月1日をもっ
て電子取引データの電子保存は完全義務化のフェーズへと移行した 8。 

完全義務化への移行に伴い、零細規模のフリーランスや個人事業主が厳格な要件を完全に満たす

システムを即座に構築することは事実上困難であるという実情に配慮し、令和5年度改正において
新たな「猶予措置」が創設された 9。この猶予措置は、以下の2つの条件を満たす場合、高度な検索
機能などの要件を満たさなくとも、単に電子データをそのまま保存しておくだけで適法とする極めて

実務的な救済策である 9。 

1.​ 所轄税務署長が「相当の理由」があると認める場合： システムや社内ワークフローの整備が
間に合っていない、または資金的な制約があるといった事業者の実情がこれに該当する。こ

の措置を適用するにあたって、税務署への事前申請等の手続きは一切不要である 9。 
2.​ 税務調査時のデータの提示・提出要件： 税務調査が行われた際、税務職員からの要求に応じ
て、保存している電子取引データの「ダウンロード（データの提出）」と、そのデータを「プリント

アウトした書面の提示・提出」の両方に即座に対応できる状態を確保しておくこと 9。 

この猶予措置は、実質的に「データの原本さえ消失させずに保管し、求められた際に速やかに出力

できれば、当面の間は厳重なペナルティを課さない」という行政側の現実的な妥協案と言える。しか

し、この措置に甘んじてデータの整理を怠ることは、後日の税務調査において致命的な業務停滞や

証拠不十分による否認リスクを招く危険性がある。 

検索要件の緩和と今後の経理業務のあり方 
猶予措置に該当しない場合であっても、小規模事業者の負担軽減を目的として要件の一部が大幅

に見直されている。特に重要なのが検索機能の確保要件（日付、金額、取引先での検索対応）の緩

和である。従来、税務職員からのデータダウンロードの求めに応じられる場合に検索要件が免除さ

れるのは、基準期間の売上高が1,000万円以下の事業者に限られていた。しかし、2024年1月から
はこの基準が「5,000万円以下」へと大幅に拡大された 9。さらに、電子取引データをプリントアウトし
た書面を、取引年月日や取引先ごとに整理された状態で提示・提出できる体制が整っていれば、売

上規模に関わらず検索要件自体が不要となる 9。 

また、紙で受け取った領収書をスキャンして保存する「スキャナ保存」の要件も緩和され、これまで必

要であった入力者や監督者に関する情報の確認要件が廃止された。これに伴い、電子取引データ

の保存においても担当者情報の確認は不要となっている 9。 

これらの緩和措置が存在するとはいえ、インボイス制度への対応と電子帳簿保存法への対応を並



行して行うためには、手作業や紙ベースの管理は限界を迎えている。政府が各種要件を緩和しつつ

も電子保存の原則を崩さない背景には、社会全体のデジタル化、ひいては税務調査のオンライン

化・自動化を見据えた長期的な税務行政の青写真が存在する。フリーランスにとっても、クラウド型

会計システムへの移行を完了させることが、法令遵守のみならず将来の事業運営の効率化に向け

た不可避の投資となっている 9。 

青色申告特別控除の抜本的改革と75万円控除の創設（2026
年度改正） 
フリーランスの税負担を劇的に軽減する制度として長年利用されてきた「青色申告特別控除」につい

ても、2026年度与党税制改正大綱において極めて影響の大きい変更が示された 10。この改正は、イ

ンボイス制度や電子帳簿保存法によって推進される経理のデジタル化を、税制面から強力に牽引す

るインセンティブとして機能する。 

最大控除額の75万円への引き上げと、厳格化される要件 
これまでの青色申告特別控除は、複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の期限内提出を

基本とし、書面での申告であれば55万円、これに加えてe-Tax（電子申告）または優良な電子帳簿保
存のいずれかを行えば最大65万円の控除が受けられる仕組みであった 10。 

しかし、2026年度税制改正により、この階層構造が根本から覆される。新たに設定された最大控除
額は「75万円」に引き上げられるが、この恩恵を享受するためには、事業者は以下の3つのデジタル
要件をすべて満たさなければならない 10。 

1.​ e-Taxによる申告： 確定申告の期限内にe-Tax（マイナンバーカード方式等）を利用して申告を
行うこと 10。 

2.​ 優良な電子帳簿保存： 国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に基づき、事業
にかかる仕訳帳および総勘定元帳について一定の要件を満たす電磁的記録（優良な電子帳

簿保存）を行うこと 10。 
3.​ 電子取引データの保存： 請求書等のデジタルデータ（電子取引データ）を、法に定める要件を
満たして適切に保存していること 10。 

この要件は、単に一般的な会計ソフトを使っているだけでは満たされない。利用しているソフトウェア

が税務当局の定める「優良な電子帳簿」の法的要件に適合している必要があり、かつ業務全体が

ペーパーレスかつ追跡可能な状態で運用されていることが求められる 10。 

書面申告者および簡易簿記利用者に対する実質的ペナルティ 
一方で、デジタル化に対応しない事業者に対しては、極めて厳しい実質的増税の措置が講じられ

る。これまで書面での申告によって55万円の控除を受けられていた事業者は、改正後は要件を満た
さないものとして、控除額が「10万円」にまで大幅に引き下げられる 10。この45万円もの控除額の喪
失は、所得税、住民税、さらには国民健康保険料の算定において甚大な負担増をもたらす。 

さらに、前々年度の事業所得または不動産所得の収入金額が1,000万円を超える比較的大規模な
個人事業者に対する制裁的措置も組み込まれている。これらの事業者が複式簿記を行わず、単式



簿記（簡易簿記）で申告を行った場合、従来認められていた10万円の控除すらも完全に剥奪され、
控除額が「0円」となる 10。 

項目 最大控除額 e-Taxを利用・要
件充足 

e-Taxを利用しな
い（書面） 

簡易簿記（売上

1,000万円超） 

変更前（〜2026
年分） 

65万円 65万円 55万円 10万円 

変更後（2027年
分〜） 

75万円 75万円（優良な電
子帳簿等必須） 

10万円 控除対象外（0円） 

これらの制度変更は、2027年分以後の所得税（2028年に行う確定申告）から適用される予定である 
10。事業者は2027年の元日から優良な電子帳簿の運用を開始しなければならないため、実質的に
は2026年中に対象となるクラウド会計システムの選定、業務フローの再構築、およびマイナンバー
カード等の環境整備を完全に終えておく必要がある。 

所得区分の厳格化と金融資産への課税ルール変更 
2023年（令和5年）分以降の確定申告においては、インボイスや電帳法といった手続き面の変更にと
どまらず、所得そのものの計算方法や区分、資産運用に関する税の取り扱いにも重要な修正が加

えられている。これらの変更は、税制の公平性確保と、富裕層および副業従事者に対する過度な節

税策の是正を目的としている。 

事業所得と雑所得の境界線：300万円の基準と帳簿の重要性 
近年、会社員が副業として実態の伴わない赤字の事業を立ち上げ、給与所得と損益通算することで

税負担を不当に逃れるスキームが横行し、問題視されていた。これに対応するため、国税庁は副業

等による所得が「事業所得」に該当するのか、それとも「業務に係る雑所得」に該当するのかの客観

的な判断基準を明確化した。 

新たな基準のもとでは、フリーランスや副業としての収入金額が「300万円以下」であり、かつ「帳簿
書類の記録保存」を行っていない場合、その所得は原則として事業所得ではなく「業務に係る雑所

得」として取り扱われる 1。雑所得として区分された場合、青色申告の適用ができず、最大65万円（今
後75万円）の特別控除が受けられないだけでなく、事業で生じた赤字を他の所得（給与所得など）と
相殺する損益通算も不可能となる。 

これは逆に言えば、年収が300万円未満の小規模なフリーランスであっても、請求書や領収書を適
切に保管し、事業としての実態に即した帳簿付け（記帳業務）を継続的に行っていれば、事業所得と

して申告し、青色申告特別控除の恩恵を受ける余地が依然として残されていることを意味する 1。経



理業務の透明性と記録の担保が、自らの税務上のステータスを証明する唯一の手段となっている。 

上場株式等の配当および譲渡所得の課税方式の完全一致 
フリーランスの多くは事業による収入だけでなく、株式投資などの資産運用による所得も得ている

が、2023年分（令和5年分）の所得から、上場株式等の申告に関する制度が根本的に改められた 1。 

従来（2022年分まで）の制度では、上場株式等から得た配当所得や譲渡所得について、納税者は
「所得税においては総合課税を選んで配当控除を受けつつ、住民税においては申告不要制度を選

択して税負担や国民健康保険料の増額を回避する」といった、税目間で異なる課税方式を戦略的に

選択することが法的に認められていた 1。 

しかし、税制改正によりこの特例的な仕組みは廃止され、2023年分からは上場株式等に関する所
得税と住民税の課税方式を必ず一致させなければならなくなった 1。もし所得税で確定申告（総合課
税または申告分離課税）を行った場合、住民税においても自動的に合算して計算されることとなる。 

この変更は、事業収入と投資収入を併せ持つフリーランスにとって、確定申告における意思決定の

難易度を飛躍的に高めた。一般的に、課税所得金額が「695万円未満」であれば総合課税を選択す
る方が有利になる可能性が高く、逆に課税所得が「695万円以上」となる場合は、申告分離課税また
は申告不要を選択する方が有利となる傾向が強いとされている 1。しかし、住民税に連動する国民健
康保険料の算定基準額への影響を緻密にシミュレーションしなければ、所得税での還付額以上に保

険料が跳ね上がり、トータルのキャッシュフローが悪化するという罠に陥る危険性がある。 

住宅ローン控除の制度変更と定額減税の実務対応 
生活基盤に直結する税制として、住宅ローン控除のルール変更と、2024年に実施された定額減税
の仕組みについても、フリーランス特有の実務対応が求められる。 

住宅ローン控除の厳格化と手続きの簡素化 
2022年以降の取得分から段階的に適用されている住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）の改
正は、環境性能の高い住宅の普及と、富裕層への優遇排除を目的としている。控除内容そのものの

主な変更点として、従来は年末残高の1%であった控除率が「0.7%」へと引き下げられた 1。また、適
用を受けられる対象者の所得要件（上限）が、従来の3,000万円以下から「2,000万円以下」へと厳
格化され、高所得層のフリーランスは控除の対象から除外されることとなった 1。一方で、所得要件
が1,000万円以下の比較的所得の低い事業者に対しては、対象となる物件の床面積要件が50㎡か
ら40㎡以上に緩和され、単身向けのコンパクトマンション等の取得が促進される形となっている 1。さ
らに、中古住宅を取得する際の要件も緩和され、これまでの「木造20年、鉄筋コンクリート造25年」と
いった築年数による制限が実質的に廃止され、1982年（昭和57年）以降に建築された「新耐震基準」
に適合する物件であれば、広く適用対象と認められるようになった 1。 

手続き面においてもデジタル化への移行が進んでいる。これまでは、納税者が金融機関から「住宅

借入金の年末残高証明書」を書面で取得し、申告書に添付して税務署に提出する「証明書方式」が

取られていた 1。しかし、2023年1月1日以降の入居分からは、金融機関が直接国税当局へ年末残高
情報等のデータを提供し、当局がその情報を納税者の申告システムに連携させる「調書方式」へと

制度が改められた 1。ただし、全国の金融機関におけるシステム改修の足並みが揃っていないため、



実務上は2024年以降に入居し、対応が完了した金融機関を利用する場合から順次適用されている
という経過措置の状況にある 1。 

2024年（令和6年）定額減税の仕組みと確定申告での精算 
長期的な増税・負担増傾向とはベクトルを異にする例外的な経済支援策として、2024年（令和6年）
分に実施されたのが「定額減税」である。物価高騰に対する経済的負担を緩和することを目的とした

この制度は、フリーランスを含むすべての個人事業主に適用される。 

定額減税の控除額は、本人および国内に居住する同一生計配偶者または扶養親族1人につき、所
得税が3万円、個人住民税が1万円と規定されている 12。例えば、配偶者と子供2人を扶養しているフ
リーランスの場合、世帯全体で所得税12万円、住民税4万円、合計16万円の税額控除を享受できる
計算となる。 

給与所得者の場合は2024年6月以降の源泉徴収税額から月次減税として控除されるが 14、事業収

入を主とするフリーランスの場合、適用メカニズムが異なる。2024年分（令和6年分）の所得税に関
する定額減税は、原則として2025年（令和7年）の2月から3月にかけて行う「確定申告」の際に、算出
された最終的な所得税額から減税額分を直接控除し、精算するという形式をとる 12。もし、年の中途

で従業員の扶養親族の人数が変わった場合などでも、基本的には確定申告（従業員の場合は年末

調整）の段階で最終的な扶養親族の人数に基づいて年調減税額が再計算され、精算が行われる 14

。 

個人住民税に係る1万円（および扶養家族分）の減税については、普通徴収（自治体から送付される
納付書で支払う方式）の場合、2024年6月に通知される第1期分の納付額からまず控除され、控除し
きれない金額がある場合は第2期以降の納付額から順次差し引かれることで調整される 13。この定

額減税は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」等を利用すれば自動計算されるようシステムが

改修されているため、事業者側で特殊な手計算を行う手間は極力排除されている 12。 

申告スケジュールの最新動向と税務行政のデジタルサポート 
これらすべての制度改正を織り込んだ上で、フリーランスは毎年の確定申告という法的義務を遂行

しなければならない。申告手続きのデジタル化は、提出方法だけでなく、添付書類の扱いにも及んで

いる。社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除の提出書類については、従来のハガキ等の

書面に代わり、電子データでの提出が可能となっている 1。 

申告のスケジュール自体は例年通り、所得税および復興特別所得税に関して原則として2月16日か
ら3月15日までの期間に設定されている 1。ただし、2026年に行う2025年分（令和7年分）の申告に関
しては、3月15日が日曜日となるカレンダーの都合上、提出期限および納税期限が翌日の「2026年3
月16日（月）」へとスライドする点に留意が必要である 16。また、個人事業主の消費税の申告期間

は、所得税とは異なり「1月1日から3月31日」までと規定されている 16。なお、納め過ぎた税金の還付

を受ける「還付申告」については、例年通り1月1日から受付が開始されており、混雑を避けるための
早期申告が可能となっている 1。 



税目 2026年（2025年分）申告期間 備考 

所得税・復興特別所得税 2026年2月16日(月) 〜 3月16
日(月) 

3/15が日曜のため16日まで延長 

個人事業主の消費税 2026年1月1日(木) 〜 3月31日
(火) 

所得税と期限が異なる点に注意 

贈与税 2026年2月2日(月) 〜 3月16日
(月) 

3/15が日曜のため16日まで延長 

国税庁は全国の税務署における窓口の混雑緩和と行政コストの削減に向け、e-Taxの利用を強烈に
推進している。確定申告期間中における行政のサポート体制もデジタルシフトを鮮明にしており、以

下のような相談窓口が体系化されている 16。 

相談窓口の名称 概要と利用方法 

チャットボット（ふたば） 国税庁ホームページに設置されたAI活用チャット
ボット。土日夜間問わず24時間質問を入力して回
答を得ることが可能。 

確定申告電話相談センター 国税相談専用ダイヤル（0570-00-5901）に電話
し、音声ガイダンスで「0」を選択することでオペ
レーターに繋がる。 

税務署での面接相談 書類や事実関係の確認が必要で電話で解決でき

ない場合のみ利用可能。事前の電話またはLINE
等での予約が必須。 



現在では、突発的な税務署への来訪による対面相談は事実上不可能となっており、事前の予約シ

ステムを通じた枠の確保が前提となっている 16。 

結論：求められる経営的適応力とデータ主導型経営への移行 
2023年以降に施行され、2028年にかけて段階的に適用されていく一連の税制改正および届出ルー
ルの変更は、フリーランスという働き方の前提を根本から問い直すものである。 

インボイス制度による消費税負担の発生と、それに伴う2割特例・3割特例から簡易課税制度への戦
略的移行プランの立案。電子帳簿保存法によるデジタルデータの保全義務と、猶予措置の実務的

運用。所得区分の厳格化による300万円の壁と帳簿保存の重要性。そして、青色申告特別控除に
おける「最高水準のIT活用と厳格な優良電子帳簿保存」を必須要件とする75万円控除の創設。これ
らの変革はすべて、「アナログな経理からの完全脱却」という国家の確固たる意思表示に他ならな

い。 

もはや、年に一度、領収書を紙に貼り付けて手作業で集計し、税務署の窓口で申告書を提出して終

わるという牧歌的な確定申告の時代は完全に終焉を迎えた。これからのフリーランスに求められる

のは、単なる自らの専門スキルの提供にとどまらず、法人と同等レベルの財務リテラシーとITシステ
ムの運用能力を内製化することである。 

事業を継続し、手元に残るキャッシュフローを最大化するためには、自らの売上規模と経費構造を正

確に分析し、「特例措置と簡易課税のどちらを適用するのが長期的利益に繋がるか」「新たな青色申

告の要件を満たすために、どのITツールや補助金を活用すべきか」といった高度な経営判断を、猶
予期間が終了する前に主体的に下さなければならない。2023年から2026年にかけてのこの移行期
間におけるデジタル適応の成否が、その後の個人事業主としての生存確率と成長余力を決定づけ

る最大の試金石となるであろう。 
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